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各論 3 前垣 義弘鳥取県での取り組み
（大学教育としての小児在宅医療人材養成）

事業の概要 鳥取県における重症児・者診療について、平成 22年度より県と医療機関で検討を
重ねてきた。平成 26年度に鳥取大学は文部科学省大学改革推進等補助金課題解決
型高度医療人材養成プログラム「重症児の在宅支援を担う医師等養成事業」の採択
を受けた。本事業は、重症児診療を担う医師や看護師、ケースワーカーなどの人材
養成を柱として、地域支援ネットワークの構築を目指す。鳥取大学を中心に、県内
の病院と療育機関、行政や医師会、看護協会、福祉事業所、教育機関、患者団体な
どの協力のもとに事業を推進している。人材養成プログラムは、講義や実技、グルー
プディスカッション、症例検討、支援会議参加などからなる。育成した人材が、将
来的に当地で在宅支援に関わることが目的であり、患者・家族が地域資源を実際に
利用することが目指すところである。地域に根差した在宅支援ネットワークを構築
し、重症児・者の在宅支援モデルとなるように取り組んでいる。

内　容 1 ． 小児在宅医療に関する課題、背景：①地域で在宅医療や福祉サービスを利用し
ている患者は少ない。②急性期診療を限られた急性期病院と療育施設が担って
いる。③小児に対応できる訪問診療医や訪問看護ステーションが少ない。④関
係機関連携が不十分。⑤コーディネーターの不在。

2． 事業を行うことで改善したい課題：重症児・者に対応できる人材を養成するこ
と、および地域でネットワークを構築することで重症児・者の在宅生活を支援
したい。

3． 事業名：文部科学省　大学改革推進等補助金　課題解決型高度医療人材養成プ
ログラム　「重症児の在宅支援を担う医師等養成事業」

4． 事業目的：①重症児診療を担う医師や看護師、ケースワーカーなどを養成する。
②地域支援ネットワークの構築

5． 事業主体、協力者：鳥取大学医学部・医学部附属病院が主体で、病院と療育機
関、行政、医師会、看護協会、福祉事業所、教育機関、患者団体等と協力し事
業を推進する

6． 対象者：毎年 10名以上。医師、看護師、社会福祉士、相談支援員、ヘルパー、
など

7． 開催に必要な事業費用と調達した基金：文部科学省
8．事業時期：平成 26年度～ 30年度
9．事業内容：重症児・者診療を担う人材養成（多職種）
10．事業立案者：鳥取大学医学部脳神経小児科
11． 事業形式：講義、実技、グループディスカッション、症例検討、支援会議参加、

など
12．講師、ファシリテーター：主に大学スタッフ、地域の専門職、外部講師
13．事業の広報：HPおよび、県内の施設に案内を送付
14．事業運営：大学医学部職員
15． 予想される事業効果と判定方法：在宅支援を担う専門職が増える。評価はコー

ス修了者数と事業を行う実人数の増加および患者の医療・福祉利用数の増加で
行う。

16． 事業を開催するうえでの問題点：スタッフの確保と参加者が継続してコースを
受講することが困難。

17．本事業につながる次の事業：検討中

【引用情報】
●重症心身障害児・者の福祉制度利用に関する調査．熊崎健介，吉岡俊樹，玉崎章子，前垣義弘．米子医学雑誌66（4-5）：81-89，2015



鳥取県西部地区は、人口当りの超重症児・準超重症児数が多い。医療的ケアの必要な重症児・者

数が多い。59
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訪問診療や訪問看護、福祉事業者の利用数は少ない。
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